
                              令和８年６月１日 

保護者 様 

倉敷市立東陽中学校校長    中川  博之 

倉敷市立豊洲小学校校長   坂川 善之 

    倉敷市立茶屋町小学校校長   福田 知子                                             

           

『防災気象情報』発表時及び『避難情報』発令時における児童・生徒の登校について 

 

 初夏の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げま 

す。平素から本校の教育活動に対しまして多大なご支援・ご協力を賜り、厚くお礼を申し 

上げます。 

 さて、学校所在地において各種の警報等が発令された場合について、対応を下の通り変 

更させていただきます。ご確認の上、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午前６時の時点で●の警報が出ているときは臨時休業 

 ※ 午前６時以降に上記の警報等が解除された場合も、一日臨時休業になります。 

 ※ 東陽中学校区で対応を統一しています。 

 

 

 

               午前６時の時点で■が発令されているときは臨時休業 
 

               ※  在住地もしくは通学路において発令された場合（学校所 

在地には発令されていない状況）で、登校を見合わせたほ 

うがよいと保護者が判断された場合は、中学校までご連絡 

           をお願いいたします。 

                 その場合は、遅刻・欠席とはいたしません。 
 

               （東陽中学校 428－0013） 
 

 

 

 

 上記の表の●・■の警報等が発令された場合、生徒の安全を最優先し、対応については
「保護者連絡帳」で連絡をいたします。よろしくお願いいたします。 

 
 
  

 

 

 

 

防災気象情報 発表（午前６時の時点） 

避難情報 発令（「高齢者等避難」以上） 

登校後に発令された場合 


